
 

Kredo 留学規約書 

第１章 総則 

第１条 留学契約 

KREDO IT ABROAD INC.（以下，「当社」と言います。）とお申込者（以下，「お客様」と言い
ます。）との間の留学契約（以下，「本契約」と言います。）については本約款で定めるところに

よります。ただし，当社がお客様との間で書面により別途特約を結んだ場合は，その特約を優先し

ます。 

第２条 定義 

1. 「留学契約」とは，お客様が当社の研修施設及び宿泊施設を利用して授業を受け，お客様が当
社に対しその授業料及び利用料を支払う契約を指します。 

2. 「留学プログラム」とは，お客様が当社の研修施設及び宿泊施設に到着後，当社の研修施設及
び宿泊施設を利用して授業を受け，研修施設及び宿泊施設の利用を終了するまでの一連の工程

を指します。 

3. 「渡航日」とは，研修施設及び宿泊施設が存在する国への渡航日を指し，申込書に記載した
「チェックイン日」と同一の日となります。 

第２章 契約の成立 

第３条 契約の申込・契約の成立 

1. 本契約を申し込むお客様は，当社所定の申込書，または当社ホームページ上の申し込みフォー
ム（以下，「申込書」と言います。）に必須事項を記入の上当社またはその代理人に提出頂き

，所定の料金を当社指定口座にお支払い頂きます。期日を超えて留学料金をお支払いいただけ

ない場合，キャンセルとみなし，留学のお申込みを取り消し，キャンセル規定に準じたキャン

セル費用をお支払い頂きます。 

2. 本契約は，お客様が約款に同意し当社の申込書を提出頂いた後，当社から送付する「ご入学手
続きのご案内」メールが，申込書に記載したお客様の「メールアドレス」に到達したときに成

立します。 

第４条 申込拒否事由 

1. 当社は，次に定める事由が認められるときは，申込をお断りする場合があります。 

1) お客様が未成年者である等の理由により，留学契約の申込について法定代理人の同意が必要
な場合に，その同意がないとき。 

2) 保証人がいないとき。 
3) お客様が希望する留学プログラムに空きがないなど，留学プログラム参加が困難であると当
社が認めたとき。 

4) お客様の過去の既往症または現在の心身の健康状態から，お客様が留学プログラム参加に不
適切であると当社が認めたとき。 

5) お客様の語学力等が留学プログラム参加に明らかに不足している等，留学プログラム参加に
適した条件がお客様に備わっていないと当社が認めたとき。 

6) 現地の治安状況その他の事情により，当社が留学プログラムの参加に障害があると判断した
とき。 

7) 留学プログラムの円滑な運営に支障をきたす恐れがあると当社が判断したとき。  

 



 

8) お客様の申込を承諾することが，留学プログラムの目的または趣旨等にてらし，適切でない
と当社が判断したとき。 

9) お客様が暴力団関係者，総会屋，社会運動標ぼうゴロ，政治活動標ぼうゴロ，特殊知能暴力
集団，その他の反社会勢力（以下，「反社会的勢力」と言います。）であると当社が判断し

たとき，または反社会的勢力であったと判断したとき。 

第５条 旅行保険契約締結義務 

1. お客様には，病気，傷害等に備え，お客様本人がより快適にかつ安心して留学プログラムに参
加して頂くために，海外旅行傷害保険の加入を強く推奨しております。 

2. 当社は，お客様が前項の保険に加入していないことにより発生した問題の一切の責任を負いま
せん。 

3. 当社は，お客様が前項の保険に加入していることが確認できない場合，加入を当社が確認する
までの間，学校施設及び宿泊施設の利用をお断りすることができます。 

4. 前項の場合，当社はお客様に対し，一切の損害賠償責任を負いません。  

第３章 留学料金 

第６条 留学料金に含まれるもの 

1. 留学料金には，原則として，入学金，コース料金（授業料，滞在施設利用料），指導関連費，
空港出迎え料，並びに海外送金に必要な費用が含まれます。 
ただし，15歳以上〜18歳（高校生以下）かつ保護者様が同伴しない生徒様は，追加で未成年サ
ポート料金として 5,000円 / 週 を頂戴しております。 

第７条 留学料金に含まれないもの 

前条に定める費用以外の費用は，留学料金に含まれません。必要な費用はお客様自身で御用意くだ

さい。以下含まれないものを例示します。 

1) 移動費用，交通費 
2) 航空運賃 
3) 渡航手続取扱料金 
4) 空港施設使用料，空港税 
5) 出入国税 
6) 検疫料 
7) 燃油サーチャージ 
8) 海外旅行傷害保険料金 
9) 医療費 
10)宿泊費（ただし，当社所定の宿泊施設の利用料金は除きます。） 
11)個人的性質の諸費用（電話料金，通信費，クリーニング代，食事代，遊興費等） 
12)査証（ビザ）代金 
13)現地支払い費用 
14)受講カリキュラムにより，ウェブサイトの作成・運用にかかる費用が発生する場合がござい
ます。 

  

 



 

第４章 留学料金内訳 

第８条 留学料金内訳 

当社の留学料金は，別途発行する請求書記載の通りです。請求書を必ずご確認ください。 

第９条 支払時期・方法と費用の変更 

1. 留学料金の支払は，当社指定の口座に振込その他当社指定の方法で，指定の期日までに入金し
てください。この場合の振込手数料等の支払に必要な費用はお客様に負担して頂きます。 

2. 指定の期日までに料金全額が入金されない場合，当社は，留学プログラムへの参加をお断りす
る場合がございます。 

3. 次の場合には，当社は，お客様に事前にお知らせの上，その差額だけ各種費用・代金を増額ま
たは減額することがありますので予めご了承ください。増額の場合には，差額をお客様に負担

して頂きます。減額の場合には，一切の返金をしないこととします。 

1) 為替相場が著しく変動した場合 
2) 現地税制が改定された場合 

第５章 契約の変更 

第１０条 申込内容の変更 

お客様は，当社に対し書面ないし電子メールにより渡航日の変更を申し出ることができます。この

場合，当社が書面ないし電子メールにより当該変更申出を承諾したときに，申込内容について変更

がなされます。 

1. お客様都合により，契約成立後に申込内容を変更する場合には，変更手数料１０，０００円
（税込）を申し受けます。 

2. お客様都合により，申込内容の変更を希望される場合には，可能な限りお客様のご要望に添え
るように努力しますが，当社が承諾できない場合がありますので予めご了承ください。 

3. お客様都合による申込内容の変更に伴い，当社に損害が生じる場合には，お客様に変更手数料
１０，０００円（税込）とは別に損害額を請求させて頂く場合がございます。 

4. お客様都合により，当初お申込み頂いたプログラム内容に関わる費用に差額が生じた場合 
・増額の場合には，差額をお支払い頂く場合がございます。 
・減額の場合には，変更手数料１０，０００円（税込）を差し引いた差額を返金させて頂きます。 

第１１条 その他の事由による契約内容の変更 

1. 研修施設及び宿泊施設の定員，各種交通機関のスケジュールの変更または改正などの事由によ
り，当社からお客様に伝達した日程，研修施設，宿泊施設，その他留学プログラム内容等は，

お客様に事前にお知らせの上，変更されることがありますので予めご了承ください。 

2. お客様の都合により前項の変更に伴い費用が増加した場合には，お客様に事前にお知らせの上
，増加した費用を請求させて頂く場合がござ います。 

3. お客様の語学力等が留学プログラム参加に明らかに不足している等，留学プログラム参加に適
した条件がお客様に備わっていないと当社が認めた場合には，当社は，催告の上，当社からお

客様に伝達した日程，コース，その他留学プログラムの内容を変更することができます。 

  

 



 

第１２条 返金および追加料金の支払い 

お客様は，当社に対し書面ないし電子メールにより申込のキャンセルを申し出ることができます。

この場合，当社が書面ないし電子メールにより当該キャンセル申出を承諾したときに，申込のキャ

ンセルが成立致します。 

1. 申込内容のキャンセルに伴い，下記の規約に基づき払い戻し（返金）の手続きを行います。 
また，コース料金以外の費用の一切の返金をしないこととします。 

【留学開始前のキャンセル】 

授業開始予定日の６１日以前までのキャンセルは，解除料５０，０００円（税込）をお支払

い頂きます。 
また，お客様より当社にキャンセルの申し出を頂いた時点で，すでにコース料金をお支払い済

の場合には，解除料５０，０００円（税込）を差し引いた差額を返金させて頂きます。 
また，期日までに着金の確認が取れない場合には，改めて解除料５０，０００円（税込）を

お支払い頂きます。 

1) 授業開始予定日の３０日以前までのキャンセルは，コース料金の７０％を返金致します。 
2) 授業開始予定日の８日以前までのキャンセルは，コース料金の６０％を返金致します。 
3) 授業開始予定日の７日以内のキャンセルは，コース料金の５０%を返金致します。 

【留学開始後のキャンセル及び留学期間の短縮】 

1) 授業開始後に留学期間をキャンセル及び短縮される場合は，４週間分のコース料金を差し
引いて，残りの留学期間分（週単位）のコース料金の５０%を返金致します。 
ただし，以下の場合は一切の返金はございませんのでご了承ください。 

A. 当初お申込み頂いた留学期間が４週間以下の場合 
B. 残存留学期間が4週間以下の場合 

2) 海外ITインターン留学プログラムのインターンシップ期間（１２週間）のキャンセルは，
いかなる事由につきましても，一切の返金はございませんのでご了承ください。 

3) 当社規則違反による退学の場合には一切の返金はございません。 
4) 当初お申込みを頂いた期間分のコース料金を除くフィリピン・セブ島現地での諸費用（

SSP申請費用，VISA費用，ACR-I Card，IDカード，光熱費・Wi-Fi使用料）は払い戻しい
たしません。学校は，授業開始後にお客様が追加料金を必要とする変更を希望した場合，

料金支払い後にサービスの提供を開始します。 

2. 授業開始後にお申込頂いた条件よりも高価格のコースやお部屋のアップグレードをご希望の場
合は，差額をお支払い頂く ことで，一週間単位から変更が可能です。なお， 空室状況や講師
の空き状況に応じて対応させて頂きますので，ご希望にそえない場合もある旨ご了承くださ

い。また，当初お申込み頂いた条件より低価格のコースやお部屋のダウングレードの場合の返

金はございません。 

3. 返金において金融機関より徴収される手数料及び海外送金手数料は全てお客様の負担としま
す。 

4. お客様が留学契約を解約した場合には，当社に対し，第１項に定める料金を，お客様が解約の
申し入れをした月の末日に，当社指定の口座に振込送金する方法で支払って頂きます。この場

合，振込手数料はお客様に負担して頂きます。 

5. 当社がお客様から既に料金を受領している場合には，当社は第１項に定める料金を控除した残
金を，お客様が解約の申し入れをした月の翌月末日に，お客様指定の金融機関口座に振込送金

する方法で返金します。ただし，振込手数料は，お客様に負担して頂きます。  

 



 

第１３条 当社による解除 

1. お客様が次の各号の一に該当する場合，当社は催告の上，本契約を解除することができます。 

1) お客様から指定の期日までに必要な書類の提出がされないとき。 
2) お客様から指定の期日までに必要な費用の支払いがされないとき。 
3) お客様が当社に届け出た情報に，虚偽または重大な遺漏があることが判明したとき。 
4) お客様が本契約または別途定める研修施設及び宿泊施設の各種規則に違反しているとき。 
5) その他，当社が契約を解除することが適当であると認めたとき。 

2. 前項に基づき，当社が契約を解除した場合，お客様に第１２条に定める料金を支払って頂きま
す。 

3. 当社が既に代金を受領している場合には，その手続は第１２条に従います。 

4. 本条により当社が契約を解除した場合には，当社はお客様に対し，一切の損害賠償義務を負担
しません。 

第１４条 当社による無催告解除 

1. お客様が次の各号の一に該当する場合，当社は催告することなく，留学契約を解除することが
できるものとします。 

1) お客様が，破産，民事再生，任意整理またはこれに類する手続を行い，またはその申立を受
けたとき。 

2) お客様が死亡，所在不明，または２週間以上にわたり連絡不能となったとき。 
3) お客様が契約を維持しがたい不信行為に及んだとき。 
4) お客様が反社会的勢力であると認められるとき，または反社会勢力であったと認められると
き。 

5) お客様自らまたは第三者を利用して，当社または他のお客様に対し，詐術，暴力的行為，ま
たは脅迫的言辞を用いるなどをしたとき。 

6) 当社もしくは他のお客様に対して，お客様自身が反社会勢力である旨を示し，または，自身
の関係者が反社会勢力である旨を示したとき。 

7) お客様が留学期間中に当社の従業員と当社に関係なく，ビジネスなどの利益に関わるやりと
りをしていると発覚したとき。 

8) お客様が自らまたは第三者を利用して，当社または他のお客様の名誉や信用等を毀損し，ま
たは毀損する恐れのある行為をしたとき。 

9) お客様が自らまたは第三者を利用して，当社の業務を妨害したとき，または妨害する恐れの
あるとき。 

10)その他当社がやむをえない事由があると認めたとき。 

2. 前項に基づき当社が契約を解除した場合お客様に第１２条に定める料金を支払って頂きます。 

3. 当社が既に代金を受領している場合には，その手続は第１２条に従います。 

4. 本条により当社が契約を解除した場合には，当社はお客様に対し，一切の損害賠償義務を負担
しません。 

第６章 団体・グループ手配 

第１５条 団体・グループ手配 

複数のお客様（以下，「構成員」と言います。）が代表者を定めて申し込んだ契約については，以

下のとおり取り扱うものとします。 

1) 当社は，お客様が定めた代表者（以下，「代表者」と言います。）が構成員の契約締結に関
する一切の権限を有しているものとみなし，当該契約に関する取引等を代表者との間で行い

ます。  

 



 

2) 前項による契約の成立時期については，第３条に準じます。 
3) 当社は，代表者と構成員との間の紛争については，何ら責任を負いません。 
4) 契約が締結された場合は，代表者は当社が定める日までに構成員の人数，住所，氏名，年齢
等の当社指定の情報を当社指定の方法で提出しなければなりません。 

第７章 責任 

第１６条 免責事項 

1. 当社は，次の各号の一に該当する場合にお客様に生じた損害の賠償責任を負いません。 

1) お客様に留学プログラム開始前，または終了後に生じた事由に基づき損害が発生した場合。 
2) お客様により留学プログラムまたは渡航日が変更された場合。 
3) 研修施設，宿泊施設，その他の内容がお客様に適合しない場合。 
4) 当社が管理できない事由により，日程，宿泊施設その他の留学プログラムまたは渡航日が変
更された場合。 

5) 天災，地変，戦争，暴動，ストライキ，クーデーター，内戦，その他これに準ずる事由によ
り，日程，宿泊施設その他の留学プログラムまたは渡航日が変更，またはキャンセルされた

場合。 
6) 研修施設または宿泊施設外で損害が生じた場合。 
7) その他当社の責に帰すべき事由がなくお客様に損害が生じた場合。 
・当社が管理できない事故等の事由により，日程，滞在先，提供するサービス，その他のプ

ログラム内容が変更され，履行不能となった場合。 
・現地(現地サポート，旅行ガイドなどを含む)での事故やトラブル。 
・学校や宿泊施設内でのトラブル。 
・病気，ケガ，事故などによる留学及び渡航の中止。 
・旅券及びビザなど渡航に必要な書類が発給されなかった場合，また入国審査において入国

が拒否された場合。 

第８章 注意事項 

第１７条 旅券（パスポート）について 

お客様が現在お持ちの旅券が今回の渡航に際して有効かどうかの確認，旅券の取得は渡航までにお

客様の責任で行って頂きます。当社では，責任を負いかねますのでご承知ください。 

第１８条 保健衛生について 

渡航先の衛生状況については，厚生労働省検疫感染症情報ホームページでご確認ください。日本国

内とは衛生状態が異なりますので，健康にはご注意ください。 

第１９条 海外危険情報について 

1. 渡航先によっては，外務省海外危険情報等，国・地域の渡航に関する情報が出されている場合
があります。必ず外務省の「外務省海外安全ホームページ」等でご確認ください。 

2. 研修施設または宿泊施設外におけるお客様自身の安全は，お客様自身で確保して頂くことにな
り，当社は責任を負いかねます。日本国内とは治安状況が異なりますので，十分にご注意くだ

さい。 

第２０条 １５歳以上〜１８歳以下（高校生以下）のお客様の外出及び外泊について 

１５歳以上〜１８歳（高校生以下）かつ保護者様が同伴しない生徒様の外泊は禁止です。 
また夜２２時が門限となりますので，夜２２時〜朝５時の宿泊施設からの外出を禁止します。 
万が一規約を守らずに，外出・外泊した際にトラブル等が発生した場合，当社は一切関知しないも

のと致します 
 

 



 

第９章 雑則 

第２１条 一般義務 

お客様には，次の各号を遵守して頂き，留学プログラムの円滑な運営に協力して頂きます。 

1) 法令，公序良俗，慣例に違反するような行為を行わないこと。 
2) 別途定める学校，宿泊施設等の各種規則にしたがって行動すること。 

第２２条 緊急連絡先 

1. お客様には，申込書に緊急連絡先を必ずご記入頂きます。 

2. 万一の事故などの場合，お客様の同意なく，ご記入頂いた緊急連絡先に連絡することがありま
す。 

第２３条 領収書 

1. プログラム料金を銀行振り込みでお支払の場合は，金融機関の発行する振込金の受領書をもっ
て領収書にかえさせて頂きます。 

2. 別途当社からの領収書が必要な方は担当までお申し付けください。 

第２４条 個人情報の取り扱い  

ご提供頂く個人情報は，適切な保護管理をし，以下のように取扱います。 

■個人情報の利用目的について 

ご提供頂く個人情報は，以下の目的で利用します。 

本契約履行のための学校手続き・空港送迎・滞在先手配・留学情報の提供，その他依頼された留

学手続きに関連する業務，商品・サービス・イベント等の案内のために利用させて頂き，それ以

外の目的では利用いたしません。 
なお，ご提供頂く個人情報は目的の範囲内で，当社グループ企業内で共同利用します。 
また，お客様から撮影許可を頂いた写真に関して，HPなどで利用させて頂く場合があります。 

■個人情報に関する問合せ窓口について 

ご提供頂いた個人情報に関するお問合せは，下記の電話番号またはメールアドレスまでご連絡く

ださい。個人情報の開示，訂正，削除等につきましては，ご本人であることを確認させて頂いた

上で，法令に基づき対応致します。 
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